
※今年度新たに実施予定の事業

０５年度施策 ０６年度施策

1 ○推進体制の整備 ○安全で安心なまちづくり実行委員会の設置 ・安全で安心なまちづくり実行委員会の開催（5月18日） ・安全で安心なまちづくり実行委員会の開催（5月27日） ・生活環境課

○広報誌・ホームページ等による情報提供

・メール配信サービスによる「不審者情報」の提供（12件）
・ホームページ（市・千歳警察署）、ＦＭ放送での情報提供（随時）
・機関紙の発行（地域安全ニュース月１回）
・防災無線による情報提供
・民間事業者, 団体等の地域貢献（ＣＳＲ）活動に関する情報提供
・ドライブレコーダー等の安全対策機器の情報提供

・メール配信サービスによる「不審者情報」の提供
・ホームページ（市・千歳警察署）、ＦＭ放送での情報提供（随時）
・機関紙の発行（地域安全ニュース月１回）
・防災無線による情報提供
・民間事業者, 団体等の地域貢献（ＣＳＲ）活動に関する情報提供
・ドライブレコーダー等の安全対策機器の情報提供
・自転車乗車時のヘルメット着用の普及啓発
・恵庭市公式LINEによる情報提供

・千歳警察署、教育委員会、生活環境課課

○交通安全等の啓発広報

・春夏秋冬4期40日の交通安全運動セーフティコール（秋は雨天のため中止）
・新入学児童交通安全啓発（4月7日 2校 恵庭小・和光小　学校から配布）
・温泉施設における高齢者を対象とした交通安全街頭啓発（9月22日恵庭温泉ラフォーレ, 11月20日えにわ温泉ほのか）
・交通事故抑止パトライト作戦（毎月15日「道民交通安全の日」他随時）
・飲酒運転根絶の日啓発（7月13日 啓発場所 花の拠点・はなふる）
・居眠り防止・飲酒運転根絶啓発（8月1日  啓発場所  花の拠点・はなふる）
・自転車マナー街頭啓発（5月18日 JR恵庭駅、9月25日 JR恵み野駅）
・高校と連携した自転車安全運転指導（5月30日 北高校、9月13日・14日・10月11日・12日 南高校）
・自転車シミュレーターを利用した交通安全講習（7月14日　参加者37名）
・ドライブシミュレーターを活用した高齢者交通安全講習（7月21日参加者28名、9月26日参加者15名）
・暴力追放街頭啓発（7月28日 啓発場所  花の拠点・はなふる）
・「旗の波」運動の実施（8月18日）
・青色回転灯車によるパトロール及び防犯パレード(10月19日）
・歳末地域安全運動（12月21日）
・飲酒運転根絶見廻り隊による啓発活動（4回　7月13日・8月1日・11月14日・12月21日）
・運転免許証自主返納出張窓口の開設（毎月開催、12回　返納者104名）
・運転免許証自主返納者に対する交通安全啓発
・飲酒運転根絶啓発（11月14日　啓発場所マックスバリュー恵庭店）
・自転車乗車時のヘルメット着用の啓発（5月18日 JR恵庭駅、9月25日JR恵み野駅）

・春夏秋冬4期40日の交通安全運動セーフティコール
・新入学児童交通安全啓発（4月6日 2校 若草小・恵み野小　学校から配布）
・交通事故抑止パトライト作戦（毎月15日「道民交通安全の日」他随時）
・飲酒運転根絶の日啓発（7月16日 啓発場所 花の拠点・はなふる）
・居眠り防止・飲酒運転根絶啓発（8月上旬  啓発場所  花の拠点・はなふる）
・市内自転車販売店等における自転車安全運転啓発（６店舗）
・高校と連携した自転車安全運転指導（4月11日 北高校、4月12日・5月17日 南高校）
・自転車シミュレーターを利用した交通安全講習（7月19日）
・ドライブシミュレーターを活用した交通安全講習（9月30日）
・暴力追放街頭啓発（7月下旬 啓発場所  花の拠点・はなふる）
・青色回転灯車によるパトロール及び防犯パレード(10月中旬）
・歳末地域安全運動（12月中旬）
・飲酒運転根絶見廻り隊による啓発活動（12月中旬 他）
・運転免許証自主返納出張窓口の開設（毎月開催、12回）
・運転免許証自主返納者に対する交通安全啓発
・飲酒運転根絶啓発（11月19日　啓発場所マックスバリュー恵庭店）
・駐輪場利用者に対する自転車マナー啓発（随時）

・交通安全運動推進委員会、交通安全指導員
会、交通安全協会、防犯協会、暴力追放運動
推進協議会、生活環境課

○啓発イベントの開催
・「交通事故抑止市民大会」開催（中止）
・「秋の全国交通安全運動特別講演会」開催（9月29日参加者90名）
・「消費者被害防止セミナー」開催（3月19日参加者29名）

・「交通事故抑止市民大会」開催（9月30日）
・「消費者セミナー」開催（2月頃）

・交通安全運動推進委員会、交通安全協会、
消費者協会、千歳警察署、生活環境課

○登下校時の街頭指導 ・町内会・自治会・老人クラブ等による街頭指導（随時） ・町内会、老人クラブ等による街頭指導（随時）
・町内会、老人クラブ連合会、交通安全指導
員会、生活環境課

○学校周辺・通学路の巡回 ・交通安全指導車による市内巡回（随時） ・交通安全指導車による市内巡回（随時）
・町内会、千歳警察署、教育委員会、小学校、
生活環境課

○通学路点検
・通学路の安全点検（7月25日）
・安全点検結果の町内会への情報提供

・通学路の安全点検
・安全点検結果の町内会への情報提供

・通学路安全推進会議、生活環境課

○関係機関への情報提供 ・「不審者情報」の提供（19件） ・「不審者情報」の提供（随時） ・教育委員会

○通学路の安全確保
・セーフティハウス１１０番の設置（一般：101箇所、事業所：168箇所）
・ながら見守り活動の推進（活動者内容に関する情報発信）

・セーフティハウス１１０番の設置
・ながら見守り活動の推進（活動者内容に関する情報発信）

・町内会、教育委員会、生活環境課

○交通安全指導の徹底 ・千歳警察署と交通安全児童指導員の協働による交通安全教室の開催（6回396名） ・千歳警察署と交通安全児童指導員の協働による交通安全教室の開催 ・千歳警察署、生活環境課

○老人クラブでの啓発
・老人クラブでの講話（交通安全教室5回参加者180名）
・高齢者向け交通安全パンフレット啓発

・老人クラブでの講話（千歳警察署、交通安全児童指導員、消費者協会他）
・高齢者向け交通安全パンフレット啓発

・老人クラブ連合会、消費者協会、千歳警察
署、生活環境課

○独居老人宅への訪問啓発 ・町内会・自治会での見守り活動（随時） ・町内会での見守り活動（随時） ・町内会

○外国人向けの啓発
・駐輪場等におけるポスターの掲示（多言語）
・市ホームページにおける情報発信（多言語）

・駐輪場等におけるポスターの掲示（多言語）
・市ホームページにおける情報発信（多言語）の拡充

・生活環境課

○消費生活相談 ・平日１０：００～１７：００（相談員5名） ・平日１０：００～１７：００（相談員5名） ・消費者協会、生活環境課

○消費対策情報の共有
・消費者被害防止ネットワークの推進（情報発信12件）
・サイバーセキュリティ対策に関する情報発信

・消費者被害防止ネットワークの推進（情報発信 随時）
・サイバーセキュリティ対策に関する情報発信

・消費者協会、生活環境課、千歳警察署、防
犯協会、老人クラブ連合会、町内会連合会、
包括支援センター、教育機関

○出前講座、講演会、消費生活展
・出前講座の開催（5回延べ101名参加）
・消費生活展の開催（9月9日参加者300名）
・パネル展の開催（2回 開催場所：えにあす）

・出前講座の開催（随時）
・消費生活展の開催（9月中旬）
・パネル展の開催

・消費者協会、生活環境課

○車輌等での啓発広報 ・啓発広報（市内巡回6回） ・消費者協会、生活環境課

○ホームページを活用した啓発業務 ・啓発広報（随時） ・消費者協会、生活環境課

○特殊詐欺等防止対策機器の設置 ・特殊詐欺等防止対策機器導入費補助金の推進（44件） ・特殊詐欺等防止対策機器導入費補助金の推進 ・生活環境課

6 ○犯罪被害者等への支援 ○相談、情報提供 ・相談、情報提供（随時） ・相談、情報提供（随時） ・千歳警察署、生活環境課

○防犯灯の設置・廃灯、街路灯の点検

・町内会・自治会への防犯灯新設要望調査（7月11日・12日）
・要望に基づく防犯灯の新設（14件）、廃灯（1件）、その他（1件）
・街路灯の点検
・木柱調査の実施（88本）

・町内会への防犯灯新設要望調査
・要望に基づく防犯灯の新設・廃灯
・街路灯の点検

・防犯協会、商工会議所、建設部管理課、生
活環境課

○交通信号機等の設置要望 ・設置要望（2月27日13件） ・設置要望（随時） ・生活環境課

○防犯カメラの設置 ・防犯カメラ設置補助制度の推進（４台） ・防犯カメラ設置補助制度の推進(予算台数6台) ・町内会、生活環境課

○交通公園の整備
・交通公園設備の更新（信号機・ダミー人形）
・交通公園の新名称「えにわサイクルパーク」決定

・名称変更に伴う看板・掲示板の設置
・えにわサイクルパークの簡易整備

・交通安全協会、生活環境課

8 ○安全教育の充実 ○防犯・交通安全教室
・交通安全児童指導員による交通安全教室（小学生51回3,492名、町内会等2回19名、こぐま（幼児）クラブ69回4,655名）
・老人クラブでの防犯・交通安全教室（5回180名）
・自転車乗車時のヘルメット着用の推進

・交通安全児童指導員による交通安全教室
・老人クラブでの防犯・交通安全教室（随時）
・自転車乗車時のヘルメット着用の推進強化

・千歳警察署、交通安全協会、教育委員会、
生活環境課

7 ○生活環境の整備

3

○児童等の安全の確保

4
○高齢者、障がい者及び外国人の
安全確保

5 ○消費者被害の防止

令和６年度における具体的な施策

基 本 施 策 内　　　　　　容 担当部署等

2 ○情報の収集及び提供

資料４


